
「緊急事態宣言解除」に係る市長メッセージ 

 

市民の皆様へ 

 

 政府は、新型コロナウイルス対策として静岡県を含む 19都道府県に発出していた「緊

急事態宣言」を９月 30日(木)をもって解除することを決定しました。 

 

 これに伴い県は、現在行っている酒類を提供する飲食店への休業要請や、大規模商業

施設等への営業時間短縮要請を９月 30 日(木)までとすることしました。（カラオケ設備

を提供する飲食店については、10月 14日(木)までカラオケ設備の利用自粛を要請） 

 

また、利用時間の短縮や一部利用制限を行っていました市の公共施設についても、10

月１日(金)から緊急事態宣言前の取扱いに戻すこととします。 

 

 改めて、事業者の皆様の休業・時短要請に対する御協力、市民お一人おひとりの感染

拡大防止への御協力に対し、感謝申し上げます。 

 

 現在、市内における新規感染者は、ピーク時に比べ大幅に減少しています。しかしな

がら、感染力の強いデルタ株の影響により、いつまた感染が再拡大するかわからない状

況です。また、これから寒い季節を迎え、新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ

が同時に流行した場合は、医療がさらにひっ迫することが懸念されています。 

 

 このため、市民の皆様には気を緩めることなく、引き続き、基本的な感染防止対策に

加え、外出する際は混雑している時間や場所を避けて少人数で行動することを心掛けて

ください。 

 

 また、ワクチン接種を２回した方でも感染が発生しています。ワクチン接種後も油断

することなく、マスクの着用、手洗い、社会的な距離の確保、換気の徹底などの感染予

防を継続していただきますよう、よろしくお願いします。 

 

 市としても引き続き、感染拡大防止の徹底と社会経済活動の両立に向けて取り組んで

まいりますので、新型コロナウイルスの一日も早い収束を目指して、湖西市が一丸となっ

て頑張っていきましょう。 

  

 令和３年９月 29日 

 湖西市長 影山剛士 


